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紹介受診重点医療機関の協議・公表について
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厚生労働省
HP資料に加工

医療圏 医療機関名

奈良 県総合医療C、市立奈良、高の原
中央、西奈良中央、奈良医療C

東和 高井、天理よろづ、済生会中和

西和 田北、近大奈良、西和医療C

中和 奈良医大

南和 －

奈良県の
公表状況
（R7.4時点）



協議の場（地域医療構想調整会議）での協議対象

紹介受診重点外来の割合が基準に該当するかどうかと医療機関の意向が一致しないものが、地域医療構想調整会議での
主な協議対象となる。

厚生労働省
説明会資料より

外来機能報告等に関する
ガイドライン
（抜粋）

（前略）これらの参加者に加えて、紹介
受診重点医療機関の取りまとめに向
けた協議を行う場合、以下の医療機関
の出席を求め、意見を聴取すること。

（注）地域の実情に応じて、当該医療
機関から、紹介受診重点外来に関す
る基準と意向が合致しない理由等の文
書の提出を求める等の柔軟な対応も
可能。
① 「紹介受診重点医療機関」の紹介受

診重点外来に関する基準に該当する
ものの、外来機能報告において「紹介
受診重点医療機関」としての役割を担
う意向を有しない医療機関（左図❷に
該当）
② 「紹介受診重点医療機関」の紹介受

診重点外来に関する基準に該当しな
いものの、外来機能報告において「紹
介受診重点医療機関」としての役割を
担う意向を有する医療機関（左図❸に
該当）



令和７年度外来機能報告による集計

新たに紹介受診重点医療機関となる意向のあった病院：南奈良総合医療センター

昨年度と区分がのあった病院：奈良県立医科大学附属病院「③→ ①」
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区分
基準を
満たすか

意向が
あるか

① ○ ○

② ○ ×

③ × ○

（昨年度） （昨年度） （昨年度） （昨年度） （昨年度）

奈良 ①（基準○、意向○） ① 高の原中央病院 57.0 (56.8) 30.6 (31.5) ○

市立奈良病院 63.1 (60.1) 28.2 (28.6) ○

奈良県総合医療センター 71.1 (70.3) 27.6 (26.9) ○

西奈良中央病院 51.8 (51.9) 48.9 (48.9) ○

②（基準○、意向×） ② 西の京病院 53.9 (50.3) 46.9 (47.8)

③（基準×、意向○） ③ 奈良医療センター 57.1 (60.6) 14.6 (15.3) 63.7 (51.3) 104.6 (98.1) ○

東和 ①（基準○、意向○） ① 高井病院 66.5 (65.6) 32.1 (32.8) ○

済生会中和病院 66.0 (63.9) 26.3 (25.9) ○

① 天理よろづ相談所病院 59.5 (54.5) 26.2 (25.8) ○

西和 ①（基準○、意向○） ① 近畿大学奈良病院 80.4 (77.5) 35.3 (34.9) ○

奈良県西和医療センター 72.4 (68.6) 28.4 (27.7) ○

① 田北病院 45.3 (43.6) 30.8 (32.8) ○

中和 ②（基準○、意向×） ② 大和高田市立病院 51.8 (45.4) 27.5 (27.3)

①（基準○、意向○） ③ 奈良県立医科大学附属病院 70.8 (70.3) 25.0 (23.9) ○

南和 ③（基準×、意向○） 南奈良総合医療センター 40.3 (36.6) 24.3 (23.9) 79.5 (69.8) 77.5 (70.8)

今年度基準を満たした病院 今年度新たに意向のあった病院 基準値を下回る項目

医療圏
初診外割合
40%以上

医療機関名
現在の
紹介受診

重点医療機関

区分 再診外来割合
25%以上

紹介率
50%以上

逆紹介率
40%以上

参考基準基準



紹介受診重点医療機関となる意向はないが、基準を満たす医療機関②
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②紹介受診重点医療機関となる意向は【ない】が、基準を【満たす】医療機関用
１．病院名

初診 再診
基準 51.8% 27.5%

２．二次医療圏（リストより選択） 40％以上 25％以上

３．自院の地域における役割と紹介受診重点医療機関となる意向のない理由

大和高田市立病院

中和

 当院は、以前から地域医療支援病院を目指しておりました。紹介受診重点医療機関になることで、初診時の患者負担
を増やすことにより、地域の開業医受診を促すことも可能ではあります。しかし、病院体制の紹介患者受入れに対する
体制・基盤の確立と地域の医療機関との連携体制、信頼関係を構築することが重要であり、紹介受診重点医療機関にな
らず、すべきことをしっかり実施したうえで、地域医療支援病院になることを目指すべきという方針のため、紹介受診
重点医療機関になる予定はございません。
また、中和医療圏において、当院が果たすべき重要な役割として、周産期・小児医療があります。地域における産科、
婦人科、小児科を担う医療機関が少ないことや不採算部門でもあり、公立病院が果たすべきものと考えております。ま
た、当該診療科は他の診療科と比べて初診患者が多く、おおよそ初診の半数の方から選定療養費を算定している状況も
あり、患者さんへの周知や理解も必要となります。患者さんから理解を得るためには、紹介受診重点医療機関と地域医
療支援病院で同じ7000円の負担を強いられるのであれば、より高い基準をクリアしたうえで、患者さんに理解を得るこ
とが望ましいと考えております。また、地域の開業医との外来診療、入院診療の分担が必要であり連携を強化していく
必要があることも大きな理由のひとつです。



紹介受診重点医療機関の重点外来割合の推移（R6→R7）

紹介受診重点医療機関の初診に占める重点外来割合は一部の病院を除き、上昇傾向。

再診に占める重点外来割合は一部病院を除き、やや下落傾向。
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紹介受診重点医療機関の紹介率・逆紹介率の推移（R6→R7）

一部の病院を除き、紹介率・逆紹介率ともに上昇傾向。

Page:6※平均値は、県内全病院の平均値



参考資料



厚生労働省
HP資料に加工



厚生労働省
HPより
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厚生労働省
HPより


